
（新規）

１．責任技術者の登録資格

次のいずれかに該当する場合、責任技術者の登録を受けることができません。

① 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

② 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たって必要

な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

③ 責任技術者の登録を取り消された者にあっては、当該責任技術者の登録を

取り消された日から２年を経過していない者

２．申請期間

随時受付

（但し、年末年始及び土日・祝日は除く）

３．申請場所

※新庄庁舎・當麻庁舎では、申請できません。

４．申請に必要な書類

① 排水設備工事責任技術者登録申請書

② 日本下水道協会奈良県支部の交付する奈良県排水設備工事責任技術者証の写し、

もしくは更新講習修了書の写し。

③ 住民票（コピー不可）

④ 顔写真２枚（１枚は登録申請書に貼付）

（上半身、無帽の縦３㎝、横２．５㎝で申請日前３ヶ月以内に撮影したもの。

裏面に氏名を記入すること。）

⑤ 調査表

でご持参ください)

⑦ 代理人が書類提出される場合、申請者捺印のある委任状

５．責任技術者登録手数料

５，０００円（登録申請時に納付）

６．登録期限について

① 日本下水道協会奈良県支部が交付する奈良県排水設備責任技術者証の有効期

間。

② 排水設備工事責任技術者試験合格証又は、更新講習修了証の発行日から５年

を経過した後の３月３１日まで。



年 月 日

住 所

ふ り が な

氏 名 印

生 年 月 日 年 月 日

電 話 番 号

写 真

添 付

撮 影

年 月 日

( 注 ） 1 登録手数料は、申請の際に納付すること。

2 添付書類は、裏面を参考に作成すること。

様式第１１号（第１２条関係）

（表）

排水設備工事責任技術者登録申請書

所属指定工事店の

事 務 所 の 所 在 地

商 号

代 表 者 名

申 請 者



1

2

3

（裏）

　奈良県排水設備工事責任技術者証の写し

　住民票の写し

　顔写真（上半身、無帽の縦3センチメートル、横2.5センチメートルで申請日前3月以

内に撮影したもの）を1枚



調 査 表

新規責任技術者

（申請日現在）

初回登録市町村

登録市町村

令和 年 月 日

申請者

住 所

氏 名


